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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日
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又
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所
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地

又

は
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所

指
定
年
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内
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弘
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市
大
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丁
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一
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平
成
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･

�･

��

事
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者

事
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地
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友
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六
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目
一
八
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一
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看
護
ス
テ
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シ
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結
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市
吹
上
一
丁

目
一
〇
の
九
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･
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区
分

名
称
又
は
氏
名

所
在
地
又
は
住
所

変
更
年
月
日
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更
前

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
園

変
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後

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育

セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
中
別
所
字
平
山

一
六
八

平
成
��

･

�･

�

変
更
前

鳴
海
医
院

変
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後

ナ
ル
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院

弘
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川
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町
一
五

��･

��･

�

変
更
前

有
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サ
ン
・
ケ
ア

三
戸

薬
局

変
更
後
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戸
薬
局

三
戸
郡
三
戸
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大
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川
守
田

字
沖
中
一
〇
の
六

��･

�･

��
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称
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氏
名

所

在
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又
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住

所

廃
止
年
月
日

傍
島
内
科
医
院

坂
上
小
児
科
医
院

よ
つ
ば
ク
リ
ニ
ッ
ク

メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ポ
ー
ト
調

剤
薬
局

弘
前
市
大
字
城
西
一
丁
目
八
の
一
〇

青
森
市
篠
田
二
丁
目
一
六
の
二

八
戸
市
柏
崎
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

弘
前
市
大
字
百
石
町
三
七
の
四

平
成
��･

�･

��

��･

�･

��

��･

�･

��

��･
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��

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
青
森
病
院

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
平
野

一
五
五

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

家
畜
伝
染
病

の

種

類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

�

上
北
郡
七
戸
町

平
成

��･
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��

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
里
ノ
沢
一
の
六
〇

六
、
一
の
六
〇
七
、
三
五
の
四
及
び
一
八
三

の
三

大
阪
府
吹
田
市
豊
津
町
九
の
一

株
式
会
社

ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
三
丁
目
一
七
の
六

太
平
洋
石
油
販
売
株
式
会
社
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選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

青 森 県 報������	��
 ��
 第2665号

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森

県
環
境
保
全
支
部

藤
本
辰
夫

藤
本
孝
男

青
森
市
大
字
幸
畑
字
谷
脇
六
七
の

七

平
成

��

･

�･

�

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

盛
徳
広
後
援
会

盛

俊
一

小
山
内隆
司

つ
が
る
市
木
造
桜
川
二
の
二
一

平
成

��

･
�･
�

山
口
昭
彦
後
援
会

山
口
一
�

小
山
内一
時

つ
が
る
市
木
造
大
畑
滝
井
一
三
の

一
〇

��･

�･
�

は
り
ま
博
子
後
援

会

下
久
保時
雄

小
笠
原
光

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
下
川
目
一

二
七
の
二

��･

�･

��

山
本
富
雄
後
援
会

中
谷

精

佐
々
木富
也

十
和
田
市
東
四
番
町
二
の
四
二

��･

�･

��

佐
藤
孝
志
後
援
会

奈
良

滋

今

守

つ
が
る
市
森
田
町
床
舞
猿
沢
二
七

の
一

��･

�･

��

伏
見
秀
人
後
援
会

伏
見
千
晶

畠
山
牧
子

弘
前
市
大
字
松
原
東
四
丁
目
九
の

八

��･

�･

��

三
村
申
吾
む
つ
地

区
後
援
会

石
橋

孝

白
井
二
郎

む
つ
市
横
迎
町
一
丁
目
一
三
の
二

四

��･

�･

��

え
び
な
鉄
芳
後
援

会

海
老
名
徳
太
郎

工
藤
秀
憲

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
西
種

本
八

��･

�･

��

成
田
克
子
後
援
会

対
馬

実

成
田
克
子

つ
が
る
市
木
造
柴
田
篠
塚
一
の
八

��･

�･

�	

太
田
一
後
援
会

有
馬
嘉
蔵

山
田
信
一

青
森
市
浪
岡
大
字
五
本
松
字
岡
本

二
一
の
一

��･

�･

��

赤
石
つ
ぐ
み
後
援

会



渕
政
夫

下
山
雅
弘

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
栃
久
保
七

三
の
一

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森

県
宅
建
支
部

代

表

者

安
田

勝
位

葛
西

重
明

平
成

��･

�･

�

自
由
民
主
党
木
造

支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
若
竹

一
三

つ
が
る
市
木
造
豊
田

網
代
五
四

��

･

�･

��

代

表

者

増
田

教
正

高
橋

作
蔵

会
計
責
任
者

安
田

裕

石
田

�

自
由
民
主
党
青
森

市
支
部

代

表

者

山
内

和
夫

高
橋

弘
一

会
計
責
任
者

渋
谷

勲

木
村

巖

��･

�･

��
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政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

蛯
沢
正
雄
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
塔

ノ
沢
山
一

上
北
郡
東
北
町
字
塔

ノ
沢
山
六
五
の
三

平
成

��

･

�･

�

兼
平
清
後
援
会

代

表

者

佐
藤

真
一

兼
平

十
三
雄

��･

�･

�

日
本
原
燃
労
働
組

合
政
治
連
盟

代

表

者

田
中

健

木
村

竹
善

��･

�･

�

長
谷
川
兼
己
後
援

会

政
治
団
体
の

名
称

長
谷
川
兼
己
後
援
会

長
谷
川
兼
巳
後
援
会

��･

�･

�

は
ば
た
き
21

会
計
責
任
者

佐
々
木

眞

大
坂

健
蔵

��･

�･

�

山
本
富
雄
後
援
会

代

表

者

中
谷

精

大
竹

達
三

��･

�･

��

木
下
靖
後
援
会

代

表

者

上
田

正
彦

丹
藤

節
治

��･

�･

��

舘
岡
一
郎
後
援
会

代

表

者

山
田

勝
見

田
中

正
一

��･

�･

��

市
政
改
革
市
民
会

議

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
鎌
谷

町
九
六
の
一

五
所
川
原
市
字
一
ツ

谷
五
三
六
の
二
六

��･

�･

��

沼
山
喜
久
男
後
援

会

代

表

者

滝
沢

清
美

佐
伯

義
明

��･

�･

��

太
田
一
後
援
会

代

表

者

有
馬

嘉
蔵

有
馬

良
一

��･
�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
	
田
村
支
部

平
成
��･

�･

�


平
成
��･

�･

��

自
由
民
主
党
青
森
県
五
所
川
原
市
第
二
支
部

��･

�･

��

��･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

山
本
富
雄
後
援
会

平
成
��･
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平
成
��･

�･

��

舘
岡
一
郎
後
援
会

��･

�･

��

��･

�･

��

太
田
一
後
援
会

��･

�･

�

��･

�･

��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

川
端

一
義

(
む
つ
市
議
会

議
員)

大
畑
政
策
研

究
会

公
職
の
種

類

む
つ
市
議
会
議

員

大
畑
町
長

平
成

��･

�･

�

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


